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広島市告示第３５６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アネ
スト

アネスト広島
訪問介護サー
ビス

広島市東区戸
坂出江二丁目
１０番２４号
コーポブルー
メ２０３号室

訪問介護

株式会社ゆた
か

訪 問 介 護 ス
テーションゆ
たか

広島市安佐南
区八木四丁目
４番１３－１
０２号

訪問介護

株式会社ツク
イ

ツクイ広島東
訪 問 看 護 ス
テーション

広島市東区東
蟹屋町５番５
号朝日生命広
島東ビル６階

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社幸房
デイサービス
ひよこの家

広島市西区古
田台二丁目１
３番１８号

通所介護

株式会社ロゼ リハート古市

広島市安佐南
区古市二丁目
１７番３－１
０１号

通所介護

社会福祉法人
三篠会

短期入所生活
介護白木ツジ
マチ

広島市安佐北
区白木町小越
２１８番２

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
三篠会

特別養護老人
ホーム白木ツ
ジマチ

広島市安佐北
区白木町小越
２１８番２

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

事業者 事業所 サービスの種類

告 示 名称 名称 所在地

フライングス
タート合同会
社

グループホー
ム光南あおぞ
ら

広島市中区光
南二丁目３番
４６号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

社会福祉法人
慈楽福祉会

グループホー
ム瀬野じらく
房

広島市安芸区
瀬野一丁目３
番１号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護



広島市告示第３５８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項の規定

により、次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したの

で、同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アネ
スト

アネスト広島
訪問介護サー
ビス

広島市東区戸
坂出江二丁目
１０番２４号
コーポブルー
メ２０３号室

訪問介護サービ
ス

株式会社ゆた
か

訪 問 介 護 ス
テーションゆ
たか

広島市安佐南
区八木四丁目
４番１３－１
０２号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社幸房
デイサービス
ひよこの家

広島市西区古
田台二丁目１
３番１８号

１日型デイサー
ビス

株式会社ロゼ リハート古市

広島市安佐南
区古市二丁目
１７番３－１
０１号

１日型デイサー
ビス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
三篠会

特別養護老人
ホーム白木ツ
ジマチ

広島市安佐北
区白木町小越
２１８番２

介護老人福祉施
設
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広島市告示第３６０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和４年７月１日

別紙　略



広島市告示第３６１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、教育委員会東部地区学校事務センター所長の物品出

納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品分任出納員

　　東浄小学校　教頭　柳川　聡

２　委任させた事務

　　東浄小学校における物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和４年６月１４日から東浄小学校長の職場復帰の前日まで



広島市告示第３６２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＤＣＭ園店

　　所在地　広島市安佐南区園四丁目１２８５番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＤＣＭ株式会社

　　代表取締役　石黒　靖規

　　東京都品川区南大井六丁目２２番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地　略

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　令和４年３月１日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和２年５月２５日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　変更①　令和２年５月２５日

　　　変更②　令和３年３月１日

５　届出年月日

　　令和４年６月２９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月４日から同年１１月４日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月４日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３６３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
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　　名　称　ＤＣＭ川内店

　　所在地　広島市安佐南区川内五丁目８８６番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＤＣＭ株式会社

　　代表取締役　石黒　靖規

　　東京都品川区南大井六丁目２２番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地　略

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　令和４年３月１日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和２年５月２５日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　変更①　令和２年５月２５日

　　　変更②　令和３年３月１日

５　届出年月日

　　令和４年６月２９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月４日から同年１１月４日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月４日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３６４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＤＣＭ・ひまわり瀬野川店

　　所在地　広島市安芸区中野東四丁目５３９５番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＤＣＭダイキ株式会社

　　　代表取締役　石黒　靖規

　　　東京都品川区南大井六丁目２２番７号

　　株式会社ププレホールディングス

　　　代表取締役　梶原　秀樹

　　　広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　令和４年３月１日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　上記３のとおり

５　届出年月日

　　令和４年６月２９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月４日から同年１１月４日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先
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　　提出期限　令和４年１１月４日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３６５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、教育委員会東部地区学校事務センター所長の物品出

納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任の解除を受けた物品分任出納員

　　東浄小学校　教頭　柳川　聡

２　委任を解除させた事務

　　東浄小学校における物品の出納保管に関する事務

３　解除年月日

　　令和４年７月４日



広島市告示第３６６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３６７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

橋本歯科クリ
ニック

広島市中区八丁
堀１１－１８坪
井ビル２階

令和４年５月
１９日

令和１０年５
月１８日

曙タカズミ薬
局

広島市東区一
丁目８－２８

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

アルパーク検
診クリニック

広島市西区草津
新町二丁目２６
－１アルパーク
東棟２階

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

西原ひだまり
歯科

広島市安佐南区
西原九丁目１９
－２４

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

ウォンツ皆賀
薬局

広島市佐伯区皆
賀三丁目１０－
１

令和４年７月
１日

令和１０年６
月３０日

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３６８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３６９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３７０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３７１号　

令和４年７月１１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ
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り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フレスタ中筋店

　　所在地　広島市安佐南区中筋四丁目１２５番２

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　代表取締役　盛山　弘一

　　大阪市中央区今橋二丁目５番８号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　令和４年６月１５日

５　届出年月日

　　令和４年７月７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政振興課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月１１日から同年１１月１１日まで。だたし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月１１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３７２号　

令和４年７月１１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルク井口明神店

　　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番１３１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　代表取締役　盛山　弘一

　　大阪市中央区今橋二丁目５番８号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　令和４年６月１５日

５　届出年月日

　　令和４年７月７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月１１日から同年１１月１１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月１１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３７３号　

令和４年７月１５日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の２第１項の規

定に基づく公募設置等指針を定めたので、同法同条第７項の規定

に基づき、次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　公募設置等指針を定めた都市公園（区域）の名称
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　　中央公園（広島城区域）

２　公募設置等指針

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第３７４号　

令和４年７月１５日　

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３４条において準用する同規則第１１条の規定に基づき、

市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　市営店舗名及び変更後使用料

　　舟入南第二店舗１０９号（広島市中区舟入南四丁目１８番１

１号）

　　９４，２７０円

２　変更日

　　令和４年７月１５日



広島市告示第３７５号　

令和４年７月１５日　

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の

７の規定に基づき、旧広島市民球場跡地イベント広場内の中央イ

ベント広場の呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　新たに呼称を定める施設

　　旧広島市民球場跡地イベント広場内の中央イベント広場（施

設の位置は別図のとおり）

２　新たな呼称

　　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　ＧＡＴＥ　ＰＡＲＫ　ＰＬＡＺＡ

３　新たな呼称を使用する期間

　　令和５年３月３１日から令和１０年３月３１日まで

別図　略



広島市告示第３７６号　

令和４年７月１９日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和４年７月２０日から令和５年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第３７７号　

令和４年７月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年７月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第３７８号　

令和４年７月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年７月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

東区
中山東三丁目及び中山西二
丁目の各一部

分流

西区 高須四丁目の一部

安佐南区
八木三丁目及び川内六丁目
の各一部

佐伯区 八幡東二丁目の一部

汚水を排除

安佐南区
相田二丁目、高取南一丁
目、長楽寺二丁目及び園
二丁目の各一部

安佐北区
口田南六丁目、可部一丁目
及び安佐町大字鈴張の各一
部

安芸区
中野東三丁目及び中野東町
の各一部

佐伯区
五日市町大字石内及び坪井
二丁目の各一部
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下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

西区 高須四丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区

八木三丁目、川内六丁目、
相田二丁目、高取南一丁
目、長楽寺二丁目及び園
二丁目の各一部

安佐北区
口田南六丁目、可部一丁目
及び安佐町大字鈴張の一部

佐伯区
五日市町大字石内、八幡東
二丁目及び坪井二丁目の各
一部

東区
中山東三丁目及び中山西二
丁目の各一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安芸区
中野東三丁目及び中野東町
の各一部



広島市告示第３７９号　

令和４年７月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年７月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第３８０号　

令和４年７月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジグラン広島

　　所在地　広島市中区宝町２番１

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

汚水を排除し、
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部 戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字秋山の一部
井原高南農業集落排水処理施
設

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月１５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２１日から同年１１月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第３８１号　

令和４年７月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジ三篠店

　　所在地　広島市西区三篠町一丁目１５番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ

　　代表取締役　松村　秀雄
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　　広島市中区小町４番３３号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月１５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２１日から同年１１月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８２号　

令和４年７月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジ井口店

　　所在地　広島市西区井口台二丁目１５５番

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月１５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２１日から同年１１月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８３号　

令和４年７月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジ古市店

　　所在地　広島市安佐南区大町東一丁目７７番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者
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　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月１５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２１日から同年１１月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８４号　

令和４年７月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規摸小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジ三入店

　　所在地　広島市安佐北区三入二丁目７３４番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月１５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２１日から同年１１月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８５号　

令和４年７月２１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次に掲げる機関　略



広島市告示第３８６号　

令和４年７月２１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３８７号　

令和４年７月２１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８８号　

令和４年７月２２日　

　令和４年第６回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和４年７月２９日

２　招集場所　広島市役所

３　付議事件

　　令和４年度広島市一般会計補正予算（第４号）

　　専決処分の報告について

　　ア　道路の管理瑕
か

疵
し

等に係る損害賠償額の決定

　　イ　市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決和解



広島市告示第３８９号　

令和４年７月２２日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、次の文書については、印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

児童手当・特例給付支給事由消滅通知書 市長印



広島市告示第３９０号　

令和４年７月２５日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第２項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第３９１号　

令和４年７月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９２号　

令和４年７月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

名称 所在地
取り消した
適応災害

西平塚集会所
広島市中区西平塚町６
－９

土砂災害、洪水

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

舟入槇殿内科
広島市中区舟入
中町２－２３　
２Ｆ

令和４年４月
２５日

令和１０年４
月２４日

川上消化器内
科クリニック

広島市中区八丁
堀１－１２マス
キ八丁堀ビル２
階

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

ツクイ広島東
訪 問 看 護 ス
テーション

広島市東区東蟹
屋町５－５朝日
生命広島東ビル
６階

令和４年７月
１日

令和１０年６
月３０日

八谷歯科・矯
正 歯 科 ク リ
ニック

広島市西区楠木
町一丁目７－９
　ＦＫビル１階

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

石原脳神経外
科医院

広島市佐伯区五
日市七丁目４－
２４

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日
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広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３９３号　

令和４年７月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３９４号　

令和４年７月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３９５号　

令和４年７月２６日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９６号　

令和４年７月２６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウン広島

　　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番７

２　大規模小売店舗を設置する者

　　フロンティア不動産投資法人

　　執行役員　岩藤　孝雄

　　東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２６日から同年１１月２６日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第３９７号　

令和４年７月２６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　石内ショッピングプラザ



第１１０７号　―１５―令和４年８月３１日 広 島 市 報

　　所在地　広島市佐伯区五日市大字石内字兼丸６８０１番１

ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　コーナン商事株式会社

　　代表取締役　疋田　直太郎

　　堺市西区鳳東町四丁目４０１番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２６日から令和４年１１月２６日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３９８号　

令和４年７月２６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジ庚午店

　　所在地　広島市西区庚午南一丁目１４番１

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社

　　代表取締役社長　森　克明

　　東京都港区芝五丁目３４番６号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和２年６月１８日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年７月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年７月２６日から令和４年１１月２６日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１１月２６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略





―１６―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

広島市告示第３９９号　

令和４年７月２９日　

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１

９条の規定により公告します。

　なお、この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は、広島市経済観光局農林水産部農政

課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林

課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林

課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４００号　

令和４年７月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４０１号　

令和４年７月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４０２号　

令和４年７月２９日　

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同

法第１１５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４０３号　

令和４年７月２９日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４０４号　

令和４年７月２９日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和４

年７月２１日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４０５号　

令和４年７月２９日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、次の文書については、印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

　介護保険要介護
認定等申請受理通
知書

　介護保険主治医
意見書提出依頼書

　認定審査に必要
な医療調査につい
て（お願い）

　介護保険要介護
認定・要支援認定
延期通知書

　介護保険要介護
認定・要支援認定
不承認通知書

　介護保険サービ
スの種類指定結果
通知書

　介護保険要介護
認定・要支援認定
取消通知書

　介護保険要介護
状態区分変更通知
書

　介護保険受給資
格証明書

平成１１年９月６日
広島市告示第３２７号

市長印

文書名
印影を印刷する

公印の名称
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・要介護認定申請後の手順について（主治医
意見書など）

・介護保険　主治医意見書提出依頼書
・介護保険　要介護認定・要支援認定延期通

知書
・介護保険　要介護認定・要支援認定却下通

知書
・介護保険　要介護・要支援状態区分変更通

知書
・介護保険　受給資格証明書

市長印



広島市告示（中区）第８６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、６月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、６月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月１、２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次のとおり　略



広島市告示（中区）第９４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和４年６月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第６５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車等については、令和４年７月１日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第６７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島駅北口第一自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車等については、令和４年７月６日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　
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下記　略



広島市告示（東区）第６９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　天神川駅北第一自転車等駐車場及び矢賀駅自転車等駐車場に長

期間駐車されていた下記自転車については、令和４年７月１５日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第７７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車

等については、令和４年７月１日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第８０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき、道路の供用を開始した令和３年１１月１１日付け広島市

告示（南区）第１４３号を次のとおり修正します。

広島市長　　松　井　一　實　

（正）

（誤）



広島市告示（南区）第８３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ １ 日　

　旭町仮設駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和４年７月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第８５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

道路の
種類

路線名 供用開始区間

市　道 南２区９号線
南区堀越二丁目３３３番地６地先から
南区堀越二丁目３３０番地１地先まで

道路の
種類

路線名 供用開始区間

市道 南２区９号線
南区堀越二丁目３３３番地６地先から
南区堀越二丁目３３０番地２地先まで



―２０―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　一団地の区域

　　広島市南区宇品海岸三丁目の１番地及び２番地

２　認定番号

　　第Ｒ０４認定通知広島市建３０００１号

３　認定年月日

　　令和４年７月２８日



広島市告示（西区）第５９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ １ 日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）及び道路法（昭



第１１０７号　―２１―令和４年８月３１日 広 島 市 報

和２７年法律第１８０号）に基づく道路を、次のとおり、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定

による道路として指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１９号

２　指定年月日　　令和４年７月１１日

３　道路の種類及び路線名

　　　　　　　　　広島市道　西３区１１２号線

４　道路の位置　　起点　広島市西区己斐中一丁目３０３－１

　　　　　　　　　終点　広島市西区己斐中一丁目２９８－１

　　　　　　　　　延長　７１．８メートル

　　　　　　　　　幅員　４．０～４．６メートル



広島市告示（西区）第６２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構

造について下記のとおり認定しましたので、同条第６項の規定に

基づき告示します。

　この関係図書は、西区役所建設部建築課において、一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　対象区域の位置　　広島市西区福島町二丁目の９番１、９番

２及び４３番

２　認定番号　　　　　第Ｒ０４認定通知広島市建４０００２号

３　認定年月日　　　　令和４年７月２５日



広島市告示（安佐南区）第７０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第７号

２　指定年月日　　令和４年７月４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内五丁目の８３０番４、８

３９番３

４　幅員及び延長　幅員　５．８８メートル～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　７４．３０メートル



広島市告示（安佐南区）第７１号　



―２２―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和４年７月１９日から同年８月２日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年７月１４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成４年９月７日付けで、不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した河戸自治会（代表者

　吉岡　茂）について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年１０月２３日付けで、不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会

（代表者　野村　辰寿）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南２区１２９
７号里道

安佐南区大町西一丁目９２番地先
から安佐南区大町西一丁目９７番
１地先まで

旧 新

事務所
広島市安佐北区亀山二丁
目３０番１号

広島市安佐北区亀山一丁
目７番２８号

代表者の
氏名及び
住所

吉岡　茂
広島市安佐北区亀山二丁
目３０番１号

山本　孝
広島市安佐北区亀山一丁
目７番２８号

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２１年１２月３日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した小河原団地自治

会（代表者　大村　正彦）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成５年１１月４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した下岩上町内会（代

表者　池田　久司）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

旧 新

事務所
広島市安佐北区亀山三丁
目８番２２－９号

広島市安佐北区亀山三丁
目２１番３１号

代表者の
氏名及び
住所

野村　辰寿
広島市安佐北区亀山三丁
目８番２２－９号

柏原　正和
広島市安佐北区亀山三丁
目２１番３１号

旧 新

事務所
広島市安佐北区小河原町
２２６番地３４

広島市安佐北区小河原町
２２６番地８２

代表者の
氏名及び
住所

大村　正彦
広島市安佐北区小河原町
２２６番地３４

大砂　浩
広島市安佐北区小河原町
２２６番地８２

旧 新

事務所
広島市安佐北区落合南二
丁目１番１号

広島市安佐北区落合南二
丁目８番１－１０号

代表者の
氏名及び
住所

池田　久司
広島市安佐北区落合南二
丁目１番１号

沖　克義
広島市安佐北区落合南二
丁目８番１－１０号



第１１０７号　―２３―令和４年８月３１日 広 島 市 報

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月５日から同月１９日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月５日から同月１９日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１１８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年６月２７日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１１９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年６月２７

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区６
７２号
線

安佐北区可
部一丁目１
１１３番地
２地先から
安佐北区可
部一丁目１
１１７番地
３地先まで

旧
9.20
～

24.60

138.44

新
16.10

～
29.40

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区６
７２号
線

安佐北区可部一丁目１１１
３番地２地先から
安佐北区可部一丁目１１１
７番地３地先まで

令和４年７月５
日

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１２０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月５日から同年７月１９日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１２１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月５日から同年７月１９日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１２２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和４年７月１２日から同月２６日まで、広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１２３号　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区２
６４号
線

安佐北区可
部町大字桐
原字国丸２
４７番地１
地先から
安佐北区可
部町大字桐
原字国丸２
４７番地１
地先まで

旧
4.00
～

4.60

34.50

新
4.10
～

7.60

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区２
６４号
線

安佐北区可部町大字桐原字
国丸２４７番地１地先から
安佐北区可部町大字桐原字
国丸２４７番地１地先まで

令和４年７月５
日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４４９
６号里道

安佐北区可部南一丁目１２５９番
３地先から同所１２５５番４地先
まで



―２４―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２０年９月２９日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した城裏町内会（代

表者　福村　俊文）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１２４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１３年１２月２６日付けで、不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した中応寺ファミ

リー自治会（代表者　森田　浩基）について、次のとおり告示事

項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１２５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２６年１月３１日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した長沢自治会（代

表者　藤井　正則）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部七丁
目１５番１３号

広島市安佐北区可部七丁
目１９番２７－６号

代表者の
氏名及び
住所

福村　俊文
広島市安佐北区可部七丁
目１５番１３号

秋元　誠造
広島市安佐北区可部七丁
目１９番２７－６号

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部町大
字桐原４５２番地３７

広島市安佐北区可部町大
字桐原４８６番地３

代表者の
氏名及び
住所

森田　浩基
広島市安佐北区可部町大
字桐原４５２番地３７

渡邊　陽二
広島市安佐北区可部町大
字桐原４８６番地３

旧 新

代表者の
氏名及び
住所

藤井　正則
広島市安佐北区安佐町大
字久地６３６０番地

藤川　秀喜
広島市安佐北区安佐町大
字久地６４２９番地３



広島市告示（安佐北区）第１２６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成４年１１月１１日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した中島自治会（代

表者　森　章伯）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１２７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和４年７月２７日から同年８月１０日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第６６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月７日から同月２１日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部南二
丁目１３番１６号

広島市安佐北区可部南三
丁目５番６号

代表者の
氏名及び
住所

森　章伯
広島市安佐北区可部南二
丁目１３番１６号

西廣　俊之
広島市安佐北区可部南三
丁目５番６号

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４４１
３号里道

安佐北区大林町１７２番地先から
同所１７２番地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

広島市安芸
区上瀬野町
字河島２２

旧

メートル
2.10
～

メートル

18.70



第１１０７号　―２５―令和４年８月３１日 広 島 市 報

市　道
安芸１
区３７
０線

１番地地先
から
広島市安芸
区上瀬野町
字四反田２
７０番地２
地先まで

4.30

新

メートル
4.00
～

6.80

メートル

18.70



広島市告示（安芸区）第６７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年７月７日から同月２１日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第８３号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８４号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年６月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３７
０号線

広島市安芸区上瀬野町字河
島２２１番地地先から
広島市安芸区上瀬野町字四
反田２７０番地２地先まで

令和４年７月７
日

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年７月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年７月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第９０号　



―２６―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和４年７月１９日から同年８月２日まで、

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第９１号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市南区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任す

る必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

次のとおり　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯３区３４２号
里道の一部

佐伯区千同三丁目４１７番地先か
ら佐伯区千同三丁目４１７番地先
まで

区 選 管 告 示

投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じた

ため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項

の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

次のとおり　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じた

ため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項

の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

次のとおり　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ９ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項の規定

により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任する必要

があるため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条

第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４

条第１項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じた

ため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項

の規定により、次のとおり選任しました。
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広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ９ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに

選任する必要が生じたため、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第

８９号）第２４条第１項の規定により、次のとおり選任しまし

た。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略

広島市人事委員会規則第１０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則

　職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年広島市人事委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第１１条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４

項とする。

　　　附　則

　この規則は、令和４年８月１日から施行する。

広島市教育委員会規則第７号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

　　　広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する規則（平成２０年広島市教育委員会規則第１２号）の一部

人事委員会規則

教育委員会規則

を次のように改正する。

　第２条第１項中「提出」の右に「、広島市立高等学校学則（昭

和４２年広島市教育委員会規則第５号）第１３条第１項の規定に

よる入学願書及び入学者選抜願の提出、広島市立中等教育学校学

則（平成２５年広島市教育委員会規則第９号）第１３条第１項の

規定による入学願書の提出並びに広島市立特別支援学校学則（昭

和５７年広島市教育委員会規則第２１号）第１６条の規定による

入学願書の提出」を加える。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

広島市教育委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年７月２７日（水）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　　広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規則の一部改正について（議案）

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（代決報告、議案）

広島市監査公表第２９号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　令和４年５月９日付け第２０３号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり公

表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

別　紙

広 監 第 ７ １ 号　

令和４年７月７日　

　請求人

　（略）

教育委員会告示

監査公表
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広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年５月９日付け第２０３号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定によ

り監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通

知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関

する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」（以

下、「条例」という。）及び「職員の特殊勤務手当の支給

に関する規則」（以下、「規則」という。）により、以下

の通り規定されています。

　　　　○「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手

当」として、環境局に勤務する職員の行う、清掃作業

の指導監督業務に月額５，５００円を支給する。

　　　　○「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」とし

て、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務、ご

みの焼却処分に関する指導業務、ごみ及びがれきの

埋立処分に関する指導業務、し尿の収集に関する指

導業務、し尿浄化槽の維持管理に関する指導業務

を、あらかじめ定められた勤務時間以上従事したとき

に、日額１，３１０円を支給する。

　　　　このことにより、職名が「清掃指導員」である職員に、

出勤したすべての月に対して月額５，５００円（１６日以

上出勤の場合）、出勤する日ごとに１，３１０円（勤務が

通常行われる日の勤務時間の場合）の特殊勤務手当が支給

されています。

　　　　他都市では、「著しく特殊」な業務ではないとして支給

のない手当が、広島市では、ひと月に２１日勤務した場

合、月額５，５００円＋日額１，３１０円×２１日＝３３，

０１０円支給されています。

　　　　しかし、その支給は、以下に記述の通り、条例及び規則

に照らして不適切な支給であり、かつ給与の情勢適応の原

則などに照らしても不適切であることから、是正を求めて

監査請求するものです。

　　　ア）規則が禁止している「併給」を行っていること。

　　　　　規則第２６条は、「廃棄物の処理作業等に従事する職

員の特殊勤務手当（別表第３のの表第２種の項第３号

に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給さ

れるものを除く。）については、月額の特殊勤務手当と

日額をもつて定められている特殊勤務手当（以下「日額

の特殊勤務手当」という。）を重複して支給しない。」

と規定しており、塵芥車によるごみ収集作業（運転業務

を含む）に従事する職員以外の職員への併給を禁止して

います。

　　　　　清掃指導員は、「清掃作業の指導監督業務」を行う場

合、規則別表第３のの表第２種の項第１号によって

「廃棄物の処理作業等に従事する職員」となります。

（「処理作業等」の「等」が「清掃作業の指導監督業

務」と考えられます。）

　　　　　そこで、「廃棄物の処理作業等に従事する職員」たる

清掃指導員には、月額と日額の特殊勤務手当を併給でき

ないと規定されており、日額と月額の併給を行うことは

違法・不当な財務会計処理になると考えられます。

　　　イ）「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても特

殊勤務手当が支給されていること。

　　　　　指導監督業務に携わる職員には、条例及び規則によっ

て、「清掃作業の指導監督業務」を行う場合、特殊勤務

手当が支給されることとなっています。

　　　　　そこで、清掃指導員の実際の業務内容を、古い資料で

はありますが、平成３０年度の西環境事業所の職務分担

表によって、指導係の清掃指導員について調べました。

　　　　　ここで主張する主旨は、現時点の職務分担でも変わり

はないと思います。

　　　　　平成３０年度には、西環境事業所の指導係には、４名

の「清掃指導員」という職名の方がおられました。

　　　　　指導係の職務分担表１５項目の業務のうち、「清掃作

業の指導監督」に該当すると思われる業務は、委託業務

に関する業者の指導と排出指導ではないでしょうか。

　　　　　その業務の割合は、Ａ氏の場合、ご自身の全業務のう

ちの２０％、Ｂ氏の場合は同じく２５％、Ｃ氏及びＤ氏

の場合は同じく４％です。

　　　　　これは計画であって実績ではありませんが、年度の計

画を立てる時には前年度以前の実績を考慮して作成して

いるはずですので、大きな違いはないものと考えられま

す。

　　　　　このように、職名が清掃指導員であっても、全ての職

務時間を「清掃作業の指導監督」に充てている訳ではあ

りません。

　　　　　条例及び規則の規定は、「清掃作業の指導監督業務」

に従事する場合に支給するとされていますので、清掃作

業の指導監督業務に従事した日のみ手当を支給すべきと

ころ、全ての出勤月において月額、全ての出勤日におい

て日額の特殊勤務手当を支給していることは違法・不当

な財務会計処理になると考えられます。

　　　ウ）支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたこと
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が違法であること。

　　　　　他の政令指定都市を調べたところ、清掃作業の指導監

督業務を「著しく特殊な業務」とはとらえておらず、特

殊勤務手当は支給していません。

　　　　　私たちには、指導監督業務が、「著しく危険、著しく

不快、著しく不健康又は著しく業務遂行が困難で、著し

く特殊である」とは思えませんので、広島市以外の政令

指定都市の判断に首肯するものです。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

　　　損害の推定

　　　　過去５年間で約７８００万円

　　　　西環境事業所の指導係の４名の「清掃指導員」につい

て、平成３０年度の職務分担表で調べたところ、「清掃作

業の指導監督」に該当する業務は、４名の平均として、各

人の全業務の１２．２５％でした。

　　　　令和３年１０月の特殊勤務手当の総額を推定すれば、お

よそ１４４万円で、月額支給分がおよそ２６万円、日額支

給分がおよそ１１８万円です。併給は違法・不当として月

額分の全額（約２６万円）、実際に清掃作業の指導監督業

務に従事したのは全体の１２．２５％であると考え、日額

分の８７．７５％（約１０４万円）は違法・不当な支給と

して、これらを合わせた１３０万円が、粗削りではありま

すが、違法・不当に支給されたと考えられます。

　　　　過去５年間では７８００万円（１３０万円×１２×５

年）程度になると考えられます。

　　　請求する措置

　　　・条例の見直しにより、清掃作業の指導監督業務への特殊

勤務手当を廃止すること。

　　　・違法に支給した特殊勤務手当を返還すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び

「職員の特殊勤務手当の支給に関する規則」

のうち清掃作業の指導監督業務に係る部分

　　【事実証明書２】職名が「清掃指導員」である職員に、出勤

したすべての月に対して月額、出勤する日ご

とに日額の特殊勤務手当が支給されている事

例

　　　　　　　　　　（令和３年１０月西環境事業所）

　　【事実証明書３】職務分担表の事例（平成３０年度西環境事

業所指導係）

　　【事実証明書４】政令指定都市におけるごみ収集処理及び指

導監督業務への特殊勤務手当の支給実態（広

島市以外では指導監督業務への支給はない）

　　【事実証明書５】令和３年１０月の４環境事業所の清掃指導

員への特殊勤務手当支給実態から推定した１

か月の特殊勤務手当のおおよその支給額

　　　　　　　　　　（開示請求した資料に基づき、監査請求人

がまとめたもの）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年５月２７日に、同月９日付け

でこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人のうち１名は、次のとおり、書類

を提出するとともに、令和４年６月２４日、本件措置請求

の要旨に沿って陳述を行い、残る２名は書類の提出もなく

陳述も行わなかった。

　　　ア　提出された書類

　　　　・　「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給

に関する措置請求に係る新たな証拠の提出」

　　　　　　【事実証明書追加１】清掃作業の指導監督業務に係

る特殊勤務手当についての中環

境事業所長及び給与課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加２】平成２１年３月１０日付けで

奈良市監査委員に提出された

「収集課の職員が行う電話受付

作業等の業務に対する大型ごみ

業務手当の支給」に関する住民

監査請求に対する監査結果（平

成２１年５月８日勧告）（平成

２１年６月１日発行奈良市公

報）（ウエブ上から）

　　　　　　【事実証明書追加３】特殊勤務手当支給によって、

市に損害を与えたとして、市に

対して、元市長、元出納室長及

び元人事課長にあわせて約４３

７０万円と年５分の割合による

金員を支払うよう請求又は賠償

命令することを命ずる判決（大

阪高等裁判所平成２０年（行

コ）第７６号（平成２１年５月

２１日判決））最高裁が上告棄

却、上告不受理の決定をしたた

め高裁判決が確定。（ウエブ上

から）

　　　　　　【事実証明書追加４】奈良市の住民が住民監査請求

を行い、市監査委員が特殊勤務

手当の支出についての請求を棄

却する旨の決定をし、その旨原

告らに通知していたとのことの
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一審判決の記載（ウエブ上か

ら）

　　　　　　【事実証明書追加５】同上住民監査請求（ごみ処理

事業についての包括外部監査結

果等の報告書受領後も漫然と不

適正な支出を続けていた事によ

る公金の損害金を返済するよう

求めるもの）の監査結果（平成

１８年１月２４日棄却）（平成

１８年２月２７日発行奈良市公

報）（ウエブ上から）

　　　　　　【事実証明書追加６】清掃指導員勤務日誌の一例

　　　　　　（添付を省略する。）

　　　　・　「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支

給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出（その 

２）」

　　　　　　【事実証明書追加７】環境局関係の高額な特殊勤務

手当を問題視して、令和２年９

月９日付けで、市民団体が環境

局長に提出した質問書に対し

て、１年後の令和３年９月８日

付けで広島市がした回答

　　　　　　【事実証明書追加８】「清掃指導員勤務日誌」の一

例

　　　　　　【事実証明書追加９】「運行日誌」の一例

　　　　　　（添付を省略する。）

　　　　・　「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支

給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出（その 

３）」

　　　　　　【事実証明書追加１０】業務第一係Ｅ清掃指導員の

令和３年１２月の「清掃指導

員勤務日誌」

　　　　　　【事実証明書追加１１】業務第二係Ｆ清掃指導員の

令和３年１２月の「清掃指導

員勤務日誌」

　　　　　　【事実証明書追加１２】令和３年１２月の中環境事

業所の公用車の運行日誌

　　　　　　（添付を省略する。）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　清掃指導員の職務分担は、清掃作業の指導監督に該

当する業務以外の業務の割合が多いにもかかわらず、

出勤した全ての月、全ての日に対して月額及び日額の

特殊勤務手当が満額支給されているのは不当であるこ

と。

　　　　・　特殊勤務手当の本来の目的や支給要件を逸脱して支

給しているのではないかという点についても監査して

もらいたいと考えていること。

　２　広島市長（環境局業務部業務第一課）の意見書の提出及び

陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年６月１０日付け広業一第１５号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実

　　　　清掃作業の指導監督業務に従事する職員への特殊勤務手

当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤

務手当の支給に関する規則に基づき支給している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　規則が禁止している「併給」を行っていることについ

て

　　　　　制度所管課からの見解のとおり。

　　　イ　「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても特

殊勤務手当が支給されていることについて

　　　　　清掃指導員は、市民へのごみの分別や出し方に係る指

導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみ収集運搬に係

る指示等の指導監督業務を行っている。

　　　　　請求人は職務分担表に記載している単位業務のごく一

部のみが清掃作業の指導監督業務にあたるとしている

が、清掃指導員に割り振っている単位業務は、それぞれ

の業務が相互に関連し合って、前述した清掃指導員によ

る指導監督業務となるものである。

　　　　　清掃作業の指導監督を行う職員に対する月額支給の

「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

は、前述した指導監督業務を行っている清掃指導員の職

に着目して支給することとしており、勤務日数が１６日

以上であれば月額で、１６日未満であれば日割で支給し

ている。

　　　　　また、日額支給の「清掃作業等に従事する職員の特殊

勤務手当」は、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務

に対して支給するものであり、清掃指導員が前述した業

務に従事した場合に支給している。

　　　ウ　支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたこと

が違法であることについて

　　　　　制度所管課からの見解のとおり。

　　　　以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に

関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に

基づき支給しており、適正なものである。

　３　広島市長（制度所管課である企画総務局人事部給与課）の

見解

　　　広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管

する観点から見解等を求めたところ、令和４年６月９日付け

広人給第２０号により以下のとおり回答があった。

　　　制度所管課としての見解

　　　　請求人の３点の主張に対する見解は、次のとおりであ
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る。

　　　ア　規則第２６条においては、「廃棄物の処理作業等に従

事する職員の特殊勤務手当（別表第３のの表第２種の

項第３号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したとき

に支給されるものを除く。）」について、月額支給と日

額支給の特殊勤務手当を重複して支給しないこととして

いるが、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

は、「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手

当」とは別の手当であることから、対象業務に従事した

ときに支給することができる。

　　　イ　月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤

務手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職

に対して支給することとしている一方、日額の「清掃作

業等に従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目

し、対象業務に従事した場合に支給することとしてお

り、それぞれ手当の性質を異にしたものとなっている。

　　　　　なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の

「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

については勤務日数が１６日未満であれば日割で、日額

の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」につい

ては正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間

の２分の１に相当する時間である日である揚合はおよそ

２分の１の額を、それぞれ支給することとしている。

　　　ウ　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当に

ついては、条例第１２条において対象作業を「廃棄物の

処理作業等で市長の定めるもの」とし、手当額は「作業

に従事した日１日につき７３０円の範囲内又は勤務１か

月につき９，１５０円の範囲内で市長が定める額」と、

上限額を条例に定めた上で、規則で具体的事項を定めて

いる。これは、給与条例主義のもと、上限額を議会の議

決に基づく条例で決定することによって、議会による民

主的統制を及ぼすという住民自治の原則にかなうもので

ある。

　　　特殊勤務手当支給に関する各課等への指導状況

　　　　各所属において行う支給事務については、職員向けの

ネットワーク内に給与の手引及び給与等支給事務の手引を

掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、

職員向けに説明会を実施し、周知徹底を図っている。

　４　監査対象事項

　　　請求人は、市が環境事業所の清掃指導員に対し「廃棄物

の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」（月額５，５

００円）及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」 

（日額１，３１０円）を支給していることについて、これら

の手当の支給対象業務に従事していない日に対しても当該手

当を支給していると考えられることなどから、違法に支給し

た手当を返還させるとともに、条例及び規則を見直すことを

主張していると認められる。

　　　このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあっ

た広島市西環境事業所における令和３年１０月分を例とし

て、環境事業所の清掃指導員に対する「廃棄物の処理作業等

に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業等に従事す

る職員の特殊勤務手当」の支給について、違法又は不当な点

はないか監査する。

　５　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

りを行うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　特殊勤務手当に係る本市の条例等の規定について

　　　　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は

条例で定めることとされ、本市では一般職の職員の給与に

関する条例（昭和２６年３月３０日広島市条例第６２号。

以下「給与条例」という。）第１２条第２項の規定に基づ

き、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２６年８月１

１日広島市条例第２１号。以下「特勤条例」という。）に

より特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるととも

に、特勤条例第２９条の規定に基づき、必要な事項を職員

の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広島市規

則第２２号。以下「特勤規則」という。）において定めて

いる。

　　　　本件請求にある廃棄物の処理作業等に従事する職員の特

殊勤務手当（以下「廃棄物特勤手当」という。）及び清掃

作業等に従事する職員の特殊勤務手当（以下「清掃特勤手

当」という。）はそれぞれ特勤条例第１２条及び第１３条

に規定され、それぞれの手当の支給に関し必要な事項は特

勤規則第１１条及び第１２条に規定されるとともに、廃棄

物特勤手当については、特勤規則第２６条において、日額

の手当と月額の手当との併給ができないこととされるほ

か、特勤規則第２７条の規定では、月額の手当について日

数が足らない場合の減額が定められ、また、月額の手当を

除く手当については、特勤規則第２９条の規定により所定

の実績簿の記録に基づき支給されることとされている。

　　　　給与条例、特勤条例及び特勤規則における廃棄物特勤手

当及び清掃特勤手当の規定を抜粋すると、次のとおりであ

る（清掃作業の指導監督業務に従事する職員に適用される

主な部分に下線を付している。）。

　　　ア　廃棄物特勤手当

条文

給
与
条
例

　（特殊勤務手当）
第１２条　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤

務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
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職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。

２　特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特
勤
条
例

　（廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当）

第１２条　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特
殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事した
ときに支給する。

　　廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、
と畜場内における作業等で市長の定めるもの

　　（略）
２　前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区

分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
　　前項第１号の作業　作業に従事した日１日に

つき７３０円の範囲内又は勤務１か月につき
９，１５０円の範囲内で市長が定める額

　　（略）

特
勤
規
則

　（廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当）

第１１条　条例第１２条第１項第１号に規定する市
長の定める作業は、別表第３のの表及びの表
の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条
第２項第１号に規定する市長が定める額は、別表
第３のの表の支給日額欄及び別表第３のの表
の支給月額欄に掲げる額とする。

　（併給禁止）
第２６条　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特

殊勤務手当（別表第３のの表第２種の項第３号
に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに
支給されるものを除く。）については、月額の特
殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤
務手当（以下「日額の特殊勤務手当」という。）
を重複して支給しない。

２～４　（略）
　（手当の減額）
第２７条　月額の特殊勤務手当（夜間学級担当教育

職員の特殊勤務手当を除く。）を支給する場合に
おいて、職員が、次の各号のいずれかに該当する
場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算
出した額とする。

　　月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務
した日数がその月について１６日に満たない場
合　１６日と現に勤務した日数とを基礎とする
日割計算により算出した額

　～　（略）
２　日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤

務手当の支給される作業に従事した時間が１日に
ついて４時間に満たない場合における当該手当の
額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき
額の１００分の６０に相当する額とする。

　～　（略）
　　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤

務手当
　～　（略）
３　（略）
　（特殊勤務実績簿）
第２９条　特殊勤務手当（月額の特殊勤務手当を除

く。）の支給に関しては、所定の実績簿（略）に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

　　　　別表第３（第１１条関係）

　　　　　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

　　　　　

種別 支給対象となる作業 支給日額

第１種 　（略） （略）

第２種 １～２　（略）
３　環境局に勤務する職員の行

うじんかい車（ごみの収集作
業に従事するため同乗する職
員の数が１のものに限る。）
の運転業務又は当該じんかい
車への同乗によるごみの収集
作業

４～５　（略）

５５０円

第３種 　（略） （略）

　　　　　

　　　イ　清掃特勤手当

種別 支給対象となる作業 支給月額

第１種 １　環境局に勤務する職員の行
うごみの収集作業（次号に掲
げる収集作業を除く。）及び
ごみの処分作業

２　別表第３のの表第２種の
項第３号に掲げる運転業務及
び収集作業

７，９００円

第２種 １　環境局に勤務する職員の行
うごみ運搬車の運転業務（第
１種の項第２号に掲げる運転
業務を除く。）及び清掃作業
の指導監督業務

２　（略）

５，５００円

条文

給
与
条
例

　（特殊勤務手当）
第１２条　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤

務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。

２　特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特
勤
条
例

　（清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当）
第１３条　清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手

当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作
業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は
清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業
務に従事したときに支給する。

２　前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日
１日につき１，５９０円（１２月２９日から翌年
の１月３日までの間については、２，３９０円）
の範囲内で市長が定める。

特
勤
規
則

　（清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当）
第１２条　（略）
２　条例第１３条第１項後段に規定する市長の定め

る業務に従事したときは、次に掲げる業務にあら
かじめ定められた勤務時間以上従事したときとす
る。

　　ごみ及びがれきの収集に関する指導業務
　　ごみの焼却処分に関する指導業務
　　ごみ及びがれきの埋立処分に関する指導業務
　～　（略）
３　条例第１３条第２項の規定により市長が定める

額は、作業又は業務に従事した日１日につき、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額
とする。
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　　（略）
　　前項各号に掲げる業務にあらかじめ定められ

た勤務時間以上従事したとき１，３１０円（正
規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時
間の２分の１に相当する時間である日及びこれ
に相当する日については、６６０円）

４　（略）
　（特殊勤務実績簿）
第２９条　特殊勤務手当（月額の特殊勤務手当を除

く。）の支給に関しては、所定の実績簿（略）に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

　　　技能業務職員に対する給与等の支給に係る制度について

　　　　地方公務員法第５７条に規定する単純な労働に雇用され

る職員、すなわち本市の清掃に携わる職員の多くが該当す

る技能業務職員の給与については、地方公営企業等の労働

関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）附則第５

項において準用する地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３９条において地方公務員法第２４条の規定が

適用除外されるとともに、同項において準用する地方公営

企業法第３８条第４項の規定により定められた給与条例附

則第４項では、給与条例の給料表の適用を受ける職員の給

与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に

定めるとされ、これを受け、技能業務職員の給与に関する

規則（昭和３２年広島市規則第７５号）において技能業務

職給料表を定めるとともに、技能業務職員に対する給与の

種類、額、支給条件及び支給方法については、同規則に定

めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例に

よるとされている。

　　　清掃指導員の行う「清掃作業の指導監督業務」に係る廃

棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給の趣旨及び要件につ

いて

　　　　条例及び規則の規定の内容や関係課等からの聴取りなど

を踏まえ、次のことが認められる。

　　　ア　清掃作業の指導監督業務は、月額の廃棄物特勤手当の

支給対象となっている（特勤条例第１２条第１項第１号

並びに特勤規則第１１条及び別表第３のの表第２種第

１号）。

　　　　　廃棄物特勤手当は、その作業の不快性、不健康性等を

考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員

に月額又は日額で支給するよう設けられたもので、支給

について、特に、日額のほか、月額が設けられたのは、

その作業を日々継続して行うことを通例とするという点

に着目して設けられたものと解することができる。

　　　　　次に、清掃作業の指導監督業務は、市民へのごみの分

別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家

庭ごみの収集運搬に係る指示等に係る業務であるとされ

るが、その際、個々具体の単位業務のみにとどまらず、

指導監督の場所や方法を問わず、その準備や整理も含

め、それぞれが相互に関連し合って一連の指導監督業務

を成していると理解され、運用されている。

　　　イ　また、清掃作業の指導監督業務は、日額の清掃特勤手

当（特勤条例第１３条第１項並びに特勤規則第１２条第

２項及び第３項第２号）の支給対象にもなっている。な

お、この清掃特勤手当とアの廃棄物特勤手当とは、それ

ぞれの手当の支給趣旨が異なることから、併給は禁じら

れていない。

　　　　　この清掃作業の指導監督業務に係る清掃特勤手当は、

その業務の困難性を考慮して、特勤条例において、その

業務に従事した職員に日額で支給するよう設けられたも

のである。

　　　　　次に、この手当の支給対象となる清掃作業の指導監督

業務として、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務な

どが特勤規則で掲げられ、その内容は、市民へのごみの

分別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、

家庭ごみの収集運搬に係る指示等の業務であるとされる

が、その際、アの廃棄物特勤手当の場合と同様に、個々

具体の単位業務のみにとどまらず、それぞれが相互に関

連し合って一連の指導監督業務を成していると理解さ

れ、運用されている。

　　　　　なお、この清掃特勤手当の支給に当たっては、指導業

務にあらかじめ定められた勤務時間（すなわち７時間４

５分）に従事したときに支給するとされているほか、所

定の実績簿に所要事項を記録し、それに基づいて支給さ

れることになっている。

　　　環境事業所における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の

支給について

　　　　広島市西環境事業所における令和３年１０月分の支給事

務について確認したところ、休暇等により清掃指導員とし

て従事していない日を除く全ての日について、清掃指導員

業務日誌が作成されており、当該業務日誌には、一部に所

内での作業内容について詳細な記載がないものも見受けら

れたが、業務日誌の記載内容や職員への聴取りなどから、

清掃指導員が清掃作業の指導監督業務に従事したと確認で

きた日を基礎としてこれらの手当が支給されていた。

　２　判断

　　　清掃指導員が行う指導監督業務に係る特殊勤務手当につい

ては、月額の廃棄物特勤手当及び日額の清掃特勤手当の２つ

の手当がそれぞれ支給要件を満たせば支給されることとなっ

ている。

　　　月額の廃棄物特勤手当の支給については、その業務を日々

継続して行うことを通例とするという点に着目して特勤条例

において月額として設けられたものであり、清掃指導員が実

際に行った指導監督業務について監査したところ、それらの

指導監督業務に関わる業務は日々継続的に行われていると認

められた。

　　　また、日額の清掃特勤手当の支給については、清掃作業の

指導監督業務の内容として、直接的な場面での指導を核とし

つつも、その前後の業務を含む運用がなされている。こうし

た運用については、明確な基準はないものの指導業務の性格
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などを考慮すると、直ちに不合理であるとまではいえず、監

査した限りにおいて、清掃業務といえないものが含まれてい

るとは認められなかった。加えて、支給手続についても適正

に行われていた。

　　　なお、このほか、請求人は、特勤規則で禁止されている月

額と日額の特殊勤務手当の併給を行っていること及び現行の

特勤条例は給与条例主義からすれば違法であると指摘してい

るが、これらの点についても監査した結果、前者について

は、規定上、月額の廃棄物特勤手当と日額の清掃特勤手当の

併給は禁じられておらず、後者についても、一定の上限額を

条例で定めて規則に委任している場合は給与条例主義に違反

しないと解されており（同旨判決　大阪高裁平成１９年１０

月３１日）、本件においても特殊勤務手当の上限額を条例で

定め、その範囲で同手当の額を定めても問題はないと考え

る。

　　　以上のとおり、環境事業所の清掃指導員に対する廃棄物特

勤手当及び清掃特勤手当の支給について、監査した限りにお

いて、違法又は不当な点があるとまでは認められない。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

第５　意見

　　廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当については、現状において

は、その規定の内容が複雑であることに加え、前記のとおり基

準となるものがない中で前後の業務を含んだ運用がなされてい

る、業務日誌に詳細な記載がない事例があるといった状況が認

められる。

　　これらの手当を含む特殊勤務手当のあり方や運用について

は、一般に、市民の厳しい目が向けられているものであること

から、市においては、このことを十分認識し、他の地方公共団

体の状況も把握しながら、手当の支給対象業務の明確性の向上

や支給対象となる業務の実施に係る記録の正確な作成などに意

を用いて、市の特殊勤務手当に係る制度及びその運用につい

て、市民に説明し理解を得られるよう努めていくことが望まれ

る。



広島市監査公表第３０号　

令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日　

　令和４年５月１６日付け第２４７号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり

公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

別　紙

広 監 第 ７ ３ 号　

令和４年７月７日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年５月１６日付け第２４７号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手当支

給に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な

勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必

要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当

でないと認められるものに対して支給することとされて

おり、広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」 

（以下、「条例」という。）によって１９種類の特殊勤務

手当が定められています。

　　　　広島市の特殊勤務手当については、条例やその施行規則

の規定自体に対する疑義もありますが、運用についても大

きな問題があると思います。

　　　　環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業に関する特

殊勤務手当は「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊

勤務手当」として月額（７，９００円）の手当、正規の勤

務時間を基準として割り当てられた作業区域におけるその

日のごみ及びがれきの全排出量以上の清掃作業に従事し

たときには、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手

当」が日額（１，５９０円）の手当として支給されること

となっています。

　　　　環境局の各環境事業所の指導係には、それぞれ「技術

員」が配置されています。

　　　　指導係の技術員の職務は、安芸環境事業所を例にとって

調べたところ、過去の資料ではありますが、平成３０年度

に所属されていた方の業務分担と現在でも差異がないとし

て、当時の業務分担表から推定しますと、業務内容には、



第１１０７号　―３５―令和４年８月３１日 広 島 市 報

ごみの収集作業という、直接現地でごみを収集する「作

業」はありません。この業務内容であれば、現場作業では

なく、事務的な業務が主体といえるでしょう。

　　　　しかし、安芸環境事業所の令和３年１０月の特殊勤務手

当支給実績からは、環境局に勤務する職員の行うごみの収

集作業に１６日以上従事したとして、満額の７，９００円

の月額手当と、正規の勤務時間を基準として割り当てられ

たその日の全排出量以上の清掃作業に従事したとして、一

日につき１，５９０円の日額手当が全勤務日に支給されて

いるようです。

　　　　上記の業務内容であれば、ごみの収集作業に従事してい

ないので、月額７，９００円の「廃棄物の処理作業等に従

事する職員の特殊勤務手当」を支給してはならず、清掃作

業に従事していないので、日額１，５９０円の「清掃作業

等に従事する職員の特殊勤務手当」を支給してはならない

と思われます。

　　　　これは、「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び「職

員の特殊勤務手当の支給に関する規則」に反して支給して

いると考えられますので、財務会計上の違法・不当な行為

に該当すると思料されることから、是正を求めて監査請求

するものです。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

　　　損害の推定

　　　　過去５年間で約１，７００万円

　　　　月に２１日勤務した場合、月額７，９００円と日額１，５

９０円×２１日＝３３，３９０円の合わせて４１，２９０円

の支給となり、そのすべてが違法・不当な支給と考えられ

ます。７環境事業所にそれぞれ１名の指導係所属技術員が

いるので、５年間では４１，２９０×７名×１２か月×５

年＝１７，３４１，８００円となります。

　　　請求する措置

　　　　違法・不当に支給した特殊勤務手当を返還すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】該当部分の条例及び規則

　　【事実証明書２】環境事業所指導係への技術員の配置（安芸

環境事業所の事例）

　　【事実証明書３】平成３０年度に安芸環境事業所に所属され

ていた方の業務分担表

　　【事実証明書４】令和３年１０月の安芸環境事業所での特殊

勤務手当の支給状況

　　【事実証明書５】参考として、令和２年度の佐伯環境事業所

指導係所属の技術員の方の職務分担表

　　　　　　　　　　（この方には、「町内清掃ごみの収集」と

いう業務が２０％の割合であるものの、町内

会等から連絡を受けて、勤務時間の一部で収

集を行うものであって、「正規の勤務時間を

基準として割り当てられたその日の全作業量

等」ではないことから、特殊勤務手当の支給

に該当しない。）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年５月２７日に、同月１６日付

けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人のうち１名は、次のとおり、書類

を提出するとともに、令和４年６月２４日、本件措置請求

の要旨に沿って陳述を行い、残る２名は書類の提出もなく

陳述も行わなかった。

　　　ア　提出された書類

　　　　・　「各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手

当支給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出

　　　　　　【事実証明書追加１】各環境事業所指導係配属技術

員の業務分担の記載された令和

３年度の職務分担表

　　　　　　【事実証明書追加２】清掃作業の指導監督業務に係

る特殊勤務手当についての中環

境事業所長及び給与課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加３】平成２１年３月１０日付けで

奈良市監査委員に提出された

「収集課の職員が行う電話受付

作業等の業務に対する大型ごみ

業務手当の支給」に関する住民

監査請求に対する監査結果（平

成２１年５月８日勧告）（平成

２１年６月１日発行奈良市公

報）（ウエブ上から）

　　　　　　（添付を省略する。）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　指導係の技術員の業務内容は、直接現地でごみを収

集する作業ではなく、事務的な業務が主体であるの

に、清掃作業に従事したとして特殊勤務手当が支給さ

れているのは不当であること。

　２　広島市長（環境局業務部業務第一課）の意見書の提出及び

陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年６月１０日付け広業一第１６号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実



―３６―　第１１０７号 令和４年８月３１日広 島 市 報

　　　　各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手当は、

職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当

の支給に関する規則に基づき支給している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　　環境事業所指導係の技術員は、町内清掃やボランティア

清掃等により排出されたごみの収集作業や不法投棄ごみの

回収、家庭ごみ収集の取り残しがあった際の対応、家庭ご

みの収集車の乗組みに欠員が生じた際の対応など、都度、

所属長により指示される作業に従事している。

　　　　月額支給の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊

勤務手当」は、前述した作業を行っている技術員の職に着

目して支給することとしており、勤務日数が１６日以上で

あれば月額で、勤務日数が１６日未満であれば日割で支給

している。

　　　　また、日額支給の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤

務手当」は、ごみ及びがれきの収集作業やその他の清掃作

業に対して支給するものであり、技術員が前述した作業に

従事した場合に支給している。

　　　　以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に

関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に

基づき支給しており、適正なものである。

　３　広島市長（制度所管課である企画総務局人事部給与課）の

見解

　　　広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管

する観点から見解等を求めたところ、令和４年６月９日付け

広人給第２１号により以下のとおり回答があった。

　　　制度所管課としての見解

　　　　月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務

手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職に対

して支給することとしている一方、日額の「清掃作業等に

従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目し、対象

業務に従事した場合に支給することとしており、それぞれ

手当の性質を異にしたものとなっている。

　　　　なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の「廃

棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」につい

ては勤務日数が１６日未満であれば日割で、日額の「清掃

作業等に従事する職員の特殊勤務手当」については正規の

勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の２分の１に

相当する時間である日である場合はおよそ２分の１の額

を、それぞれ支給することとしている。

　　　特殊勤務手当支給に関する各課等への指導状況

　　　　各所属において行う支給事務については、職員向けの

ネットワーク内に給与の手引及び給与等支給事務の手引を

掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、

職員向けに説明会を実施し、周知徹底を図っている。

　４　監査対象事項

　　　請求人は、市が環境事業所の指導係に属する技術員（以下

「指導係技術員」という。）に対し「廃棄物の処理作業等に

従事する職員の特殊勤務手当」（月額７，９００円）及び「清

掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」（日額１，５９０

円）を支給していることについて、これらの手当の支給対象

業務に従事していないのに当該手当を支給していると考えら

れることから、違法に支給した手当を返還させるよう主張し

ていると認められる。

　　　このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあっ

た広島市安芸環境事業所における令和３年１０月分を例とし

て、環境事業所の指導係技術員に対する「廃棄物の処理作業

等に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業等に従事

する職員の特殊勤務手当」の支給について違法又は不当な点

はないか監査する。

　５　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

りを行うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　特殊勤務手当に係る本市の条例等の規定について

　　　　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は

条例で定めることとされ、本市では一般職の職員の給与に

関する条例（昭和２６年３月３０日広島市条例第６２号。

以下「給与条例」という。）第１２条第２項の規定に基づ

き、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２６年８月１

１日広島市条例第２１号。以下「特勤条例」という。）に

より特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるととも

に、特勤条例第２９条の規定に基づき、必要な事項を職員

の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広島市規

則第２２号。以下「特勤規則」という。）において定めて

いる。

　　　　本件請求にある廃棄物の処理作業等に従事する職員の特

殊勤務手当（以下「廃棄物特勤手当」という。）及び清掃

作業等に従事する職員の特殊勤務手当（以下「清掃特勤手

当」という。）はそれぞれ特勤条例第１２条及び第１３条

に規定され、それぞれの手当の支給に関し必要な事項は特

勤規則第１１条及び第１２条に規定されるとともに、廃棄

物特勤手当については、特勤規則第２６条において、日額

の手当と月額の手当との併給ができないこととされるほ

か、特勤規則第２７条の規定では、月額の手当について日

数が足らない場合の減額が定められ、また、月額の手当を

除く手当については、特勤規則第２９条の規定により所定

の実績簿の記録に基づき支給されることとされている。
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　　　　給与条例、特勤条例及び特勤規則における廃棄物特勤手

当及び清掃特勤手当の規定を抜粋すると、次のとおりであ

る（指導係技術員に適用される主な部分に下線を付してい

る。）。

　　　ア　廃棄物特勤手当

条文

給
与
条
例

　（特殊勤務手当）
第１２条　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤

務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。

２　特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特
勤
条
例

　（廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当）

第１２条　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特
殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事した
ときに支給する。

　　廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、
と畜場内における作業等で市長の定めるもの

　　（略）
２　前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区

分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
　　前項第１号の作業　作業に従事した日１日に

つき７３０円の範囲内又は勤務１か月につき
９，１５０円の範囲内で市長が定める額

　　（略）

特
勤
規
則

　（廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当）

第１１条　条例第１２条第１項第１号に規定する市
長の定める作業は、別表第３のの表及びの表
の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条
第２項第１号に規定する市長が定める額は、別表
第３のの表の支給日額欄及び別表第３のの表
の支給月額欄に掲げる額とする。

　（併給禁止）
第２６条　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特

殊勤務手当（別表第３のの表第２種の項第３号
に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに
支給されるものを除く。）については、月額の特
殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤
務手当（以下「日額の特殊勤務手当」という。）
を重複して支給しない。

２～４　（略）
　（手当の減額）
第２７条　月額の特殊勤務手当（夜間学級担当教育

職員の特殊勤務手当を除く。）を支給する場合に
おいて、職員が、次の各号のいずれかに該当する
場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算
出した額とする。

　　月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務
した日数がその月について１６日に満たない場
合　１６日と現に勤務した日数とを基礎とする
日割計算により算出した額

　～　（略）
２　日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤

務手当の支給される作業に従事した時間が１日に
ついて４時間に満たない場合における当該手当の
額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき
額の１００分の６０に相当する額とする。

　～　（略）
　　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤

務手当

　～　（略）
３　（略）
　（特殊勤務実績簿）
第２９条　特殊勤務手当（月額の特殊勤務手当を除

く。）の支給に関しては、所定の実績簿（略）に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

　　　　別表第３（第１１条関係）

　　　　　廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

　　　　　

　　　　　

　　　イ　清掃特勤手当

種別 支給対象となる作業 支給日額

第１種 　（略） （略）

第２種 １～２　（略）
３　環境局に勤務する職員の行

うじんかい車（ごみの収集作
業に従事するため同乗する職
員の数が１のものに限る。）
の運転業務又は当該じんかい
車への同乗によるごみの収集
作業

４～５　（略）

５５０円

第３種 　（略） （略）

種別 支給対象となる作業 支給月額

第１種 １　環境局に勤務する職員の行
うごみの収集作業（次号に掲
げる収集作業を除く。）及び
ごみの処分作業

２　別表第３のの表第２種の
項第３号に掲げる運転業務及
び収集作業

７，９００円

第２種 １　環境局に勤務する職員の行
うごみ運搬車の運転業務（第
１種の項第２号に掲げる運転
業務を除く。）及び清掃作業

の指導監督業務
２　（略）

５，５００円

条文

給
与
条
例

　（特殊勤務手当）
第１２条　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤

務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。

２　特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特
勤
条
例

　（清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当）
第１３条　清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手

当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作
業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は
清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業
務に従事したときに支給する。

２　前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日
１日につき１，５９０円（１２月２９日から翌年
の１月３日までの間については、２，３９０円）
の範囲内で市長が定める。

特
勤

　（清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当）
第１２条　条例第１３条第１項前段に規定する市長
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規
則

の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事した
ときは、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当
該各号に掲げる基準量以上の作業を実施したとき
とする。

　　ごみ及びがれきの収集作業　正規の勤務時間
（職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和
２６年８月１１日広島市条例第２３号。以下
「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規
定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を
基準として割り当てられた作業区域におけるそ
の日のごみ及びがれきの全排出量

　　その他の清掃作業　正規の勤務時間を基準と
して割り当てられたその日の全作業量

２　（略）
３　条例第１３条第２項の規定により市長が定める

額は、作業又は業務に従事した日１日につき、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額
とする。

　　第１項各号に掲げる作業の基準量以上の作業
を実施したとき　１，５９０円（正規の勤務時
間が勤務が通常行われる日の勤務時間の２分の
１に相当する時間である日及びこれに相当する
日については、８００円）

　　（略）
４　（略）
　（特殊勤務実績簿）
第２９条　特殊勤務手当（月額の特殊勤務手当を除

く。）の支給に関しては、所定の実績簿（略）に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

　　　技能業務職員に対する給与等の支給に係る制度について

　　　　地方公務員法第５７条に規定する単純な労働に雇用され

る職員、すなわち本市の清掃に携わる職員の多くが該当す

る技能業務職員の給与については、地方公営企業等の労働

関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）附則第５

項において準用する地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３９条において地方公務員法第２４条の規定が

適用除外されるとともに、同項において準用する地方公営

企業法第３８条第４項の規定により定められた給与条例附

則第４項では、給与条例の給料表の適用を受ける職員の給

与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に

定めるとされ、これを受け、技能業務職員の給与に関する

規則（昭和３２年広島市規則第７５号）において技能業務

職給料表を定めるとともに、技能業務職員に対する給与の

種類、額、支給条件及び支給方法については、同規則に定

めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例に

よるとされている。

　　　指導係技術員に対する廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当

の支給の趣旨及び要件について

　　　　条例及び規則の規定の内容や関係課等からの聴取りなど

を踏まえ、次のことが認められる。

　　　ア　廃棄物特勤手当は、その作業の不快性、不健康性等を

考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員

に月額又は日額で支給するよう設けられたもので、支給

について、特に、日額のほか、月額が設けられたのは、

その作業を日々継続して行うことを通例とするという点

に着目して設けられたものと解することができる。

　　　　　次に、月額の廃棄物特勤手当の支給対象となる「廃棄

物の処理作業」は、ごみの収集作業（特勤条例第１２条

第１項第１号並びに特勤規則第１１条及び別表第３の

の表第１種第１号）などである。

　　　イ　清掃作業に係る日額の清掃特勤手当（特勤条例第１３

条第１項並びに特勤規則第１２条第１項及び第３項第１

号）は、計画どおりの作業を迅速に完了させなければな

らず、より高い効率性が求められるという特殊性を考慮

して、特勤条例において、その作業に従事した職員に日

額で支給するよう設けられたものである。

　　　　　なお、この手当については、「市長の定める作業の基

準を超えて清掃作業に従事したとき」（特勤条例第１３

条第１項）に支給することとされているが、この「市長

の定める作業の基準を超えて」とは、その作業を割り当

てて効率的に行うという清掃作業の性格を踏まえると、

その基準を充足するという程度の意味と解するほかな

く、現に、特勤規則では「基準量以上の作業を実施した

とき」（第１２条第１項）とされ、具体的には、ごみ及

びがれきの収集作業にあっては正規の勤務時間を基準と

して割り当てられた作業区域におけるその日のごみ及び

がれきの全排出量以上の、その他の清掃作業（河川のご

み収集や街路、公園等に投棄されたごみ及びがれきを収

集する作業等）にあっては正規の勤務時間を基準として

割り当てられたその日の作業量以上の作業を実施したと

きに支給するとされているほか、所定の実績簿に所要事

項を記録し、それに基づいて支給されることになってい

る。

　　　　　また、この清掃特勤手当とアの廃棄物特勤手当とは、

それぞれの手当の支給趣旨が異なることから、併給は禁

じられていない。

　　　ウ　指導係技術員が行う業務は、町内清掃やボランティア

清掃等により排出されたごみの収集作業や不法投棄ごみ

の回収、家庭ごみ収集の取り残しがあった際の対応、家

庭ごみの収集車の乗組員に欠員が生じた際の対応など、

都度、所属長により指示される作業であるとされてお

り、こうした業務は「廃棄物の処理作業」及び「清掃作

業」に該当する作業であり、よって、廃棄物特勤手当と

清掃特勤手当の支給対象であると認められる。

　　　環境事業所における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の

支給について

　　　　広島市安芸環境事業所における令和３年１０月分の支給

事務について確認したところ、毎日、作業の内容・場所等

をホワイトボードに記入し作業に着手しており、日々の詳

細な業務内容についての日誌等は作成されていなかった

が、職員への聴取りなどから、指導係技術員が、ごみ及び

がれきの収集作業又はその他の清掃作業に従事したと確認

できた日を基礎としてこれらの手当が支給されていた。

　２　判断
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　　　指導係技術員が行う業務に対する特殊勤務手当について

は、月額の廃棄物特勤手当及び日額の清掃特勤手当の２つの

手当がそれぞれ支給要件を満たせば支給されることとなって

いる。

　　　月額の廃棄物特勤手当の支給については、その業務を日々

継続して行うことを通例とするという点に着目して特勤条例

において月額として設けられたものであり、指導係技術員が

実際に行った業務について監査したところ、それらの業務は

日々継続的に行われていると認められた。

　　　また、日額の清掃特勤手当についても、監査した限りにお

いて、指導係技術員が行ったごみの収集作業や不法投棄ごみ

の回収等の作業への従事を対象として支給されていた。加え

て、支給手続についても適正に行われていた。

　　　以上のとおり、環境事業所の指導係技術員に対する廃棄物

特勤手当及び清掃特勤手当の支給について、監査した限りに

おいて、違法又は不当な点が認められない。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。




